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  ［要旨］
　ヨシ原などの草地は，刈り取りや火入れといった人為的撹乱によって
維持されることが多く，生態学でもその効果が評価されている。一方，
火入れ管理には降灰などの社会的リスクがあるため，生態学的な望まし
さだけではなく，社会的に受け入れられるか，つまり社会的受容性を問
う必要がある。そこで大阪府高槻市の「鵜殿のヨシ原焼き」を事例とし
て，火入れ管理の社会的受容性を高める要因を明らかにした。
　「鵜殿のヨシ原焼き」では，防火帯の設置やヨシの刈り倒しなど問題
の発生源となる物理的影響を抑制する取組みが行われていた。また，火
入れ管理の目的を自然環境保全や文化の保全など幅広く組み合わせて定
義するとともに，それが近隣住民に認知されるための広報活動を行うな
ど，心理的（主観的）評価を高めるための取組みも行われていた。これ
らは地元団体と行政機関や自然保護団体の連携によって進められてきた。
　以上から，火入れ管理の社会的受容性を高めるためには，物理的影響
の抑制と心理的評価を高めるための取組みを並行して行う必要があるこ
とが示唆された。また，そのために多様な主体の連携体制を構築し，そ
れらに役割分担のもとで取り組むことが重要となる。

Ⅰ．研究の背景と目的

　森林へと遷移しやすい環境にある草本群
落は，採草や放牧，そして火入れのような
人為的な営みによって成立していることが
多い（高橋，2019）。湿地帯に広がるヨシ
Phragmites australis の群落（ヨシ原）も，
河川の氾濫などの自然の撹乱に加えて，刈り
取りや火入れといった人為的撹乱によって維
持されることの多い環境である（Hawke and 
José, 1996）。ヨシ原のような人間の手の加
わった環境を生物多様性という観点で評価
し，その保全を目指すためには，人間活動の

役割を積極的に評価することが重要になる
（鷲谷・谷原，1996）。こうしたなかで，火
入れは植生管理の方法の一つとして，有効な
手段の一つとして評価されている（津田，
2001）。
　人為的な生態系管理は，いわゆる「順応的
管理」といわれる方法によって科学的な効果
を確かめながら実施していくことが望ましい
とされる。一方，人為的な管理を継続するた
めには，生態学的・科学的な望ましさとは別
に，社会的な影響や実現可能性についても考
慮することが必要になる。特に火入れは，火
が想定よりも燃え広がるリスク，煙が立ち上
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って近隣住民に大量の降灰をもたらすリスク
などを抱えており，生態学的・科学的に望ま
しいという理由だけでは実施が妥当かどうか
を判断できない。社会的なリスクの発生に対
して社会が合意できるかどうか，それも問わ
れることになる。
　実例として，筆者らが2002年から調査を実
施している青森県岩木川下流部のヨシ原で
も，火入れ管理の実施をめぐって社会的な調
整が必要になってきた。慣習的に地域住民ら
が火入れ管理を行っていたが，野鳥保護団
体や他集落の近隣住民からの反対によって
2005年以降は火入れ管理が行われなくなった
（竹内，2006；寺林，2008；寺林・竹内，
2013）。このため，ヤナギ類の侵入などによ
ってヨシ原の荒廃が進んだほか，野火の発生
などによって地域生活をも脅かすようになっ
たため，地域住民と地元自治体，国土交通省
が協力して2018年に「実験」の一環として火
入れ管理を再開した。この火入れ管理の再開
で焦点になったのは，火入れの有効性に関す
る生態学的な研究成果（河川生態学術研究会
岩木川研究グループ，2012）だけではなく，
火入れ管理がいかに社会（特に降灰などのリ
スクを被る近隣住民）に受け入れられるか，
という点であった（1）。
　どうすれば火入れ管理が社会に受け入れら
れるのか。それはすなわち，火入れ管理をめ
ぐる社会的受容性（social acceptance）の問
題である。社会的受容性は，いわゆる「迷惑
施設」の建設時に問われることが多い。例え
ば丸山（2012）は，風力発電施設の建設にお
ける社会的受容性の問題を取り上げ，「科学
的根拠なしでは解けないが，科学だけでは解
けない」というトランスサイエンスの典型例
だと述べている。風力発電事業で生じるバー
ドストライク問題や騒音問題は，科学的に環
境影響を測定するだけではなく，それを社会
がどの程度許容するのかが問われなくてはな
らない。火入れ管理も同様の性質を有してお

り，生態学的・科学的なデータによってその
効果を裏付けることも必要であるが，それと
ともに地域社会にどのように受け入れられる
かが実施の可否に大きく関わってくる。
　一方，発電所やゴミ処理場など，いわゆ
る NIMBY 問題で取り上げられやすい「迷惑
施設」の多くは，社会的に必要であることは
社会に広く認められるものであるが，火入れ
管理の場合には，そもそもそれを実施するこ
との社会的・生態学的意義が地域住民に認知
されておらず，単なる地域住民や業者の個人
的・商業的行為として捉えられる場合もあ
る。つまり，なぜ火入れを行うのかについて，
火入れ実施主体と地域住民との間で「情報の
非対称性（information asymmetry）」も生じ
やすいと考えられる。
　そこで，ある地域で行われる火入れ管理の
社会的受容性を高めるのにはどうしたら良い
かを考えるため，大阪府高槻市の「鵜殿のヨ
シ原」で行われる「鵜殿のヨシ原焼き」を取
り上げ，火入れ管理の社会的受容性を高める
要因を明らかにする。
　本稿の構成は次の通りである。本節に続く
第Ⅱ節では，本稿で取り上げる事例である「鵜
殿のヨシ原」を紹介するほか，研究の方法を
述べる。次に第Ⅲ節では「鵜殿のヨシ原」の
現状として，なぜ「鵜殿のヨシ原」の保全が
社会的に求められているのかを整理する。第
Ⅳ節では，火入れ管理である「鵜殿のヨシ原
焼き」の実施方法をまとめる。そして第Ⅴ節
では，以上を踏まえて「鵜殿のヨシ原焼き」
の社会的受容性を高めている要因について考
察する。最後に第Ⅵ節で本稿を総括するとと
もに，現代の自然資源管理に関して若干の展
望を行う。

Ⅱ．研究の方法

　大阪府高槻市の「鵜殿のヨシ原」は，大阪
平野を流れる一級河川である淀川沿いに広が
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る。このヨシ原では，毎年2月に地元住民を
実施主体とする「鵜殿のヨシ原焼き」と呼ば
れる火入れ管理が行われている。「鵜殿のヨ
シ原焼き」は，組織体制や実施技術など，様々
な工夫のもとで実施されており，各地で行わ
れる火入れ管理のなかでも社会的影響に考慮
している点で先進的な火入れ管理事例である
といえる。前述の岩木川下流部で2018年に火
入れ管理を再開するにあたっても「鵜殿のヨ
シ原焼き」の方法が参考にされている（2）。
　本稿では，この「鵜殿のヨシ原焼き」が実
施されることになった経緯や組織体制の構築
過程，現在の実施にかかる準備や方法などを
整理し，社会的受容性を高める要因を抽出す
る。
　筆者らは，2011年11月，2012年7月に「鵜
殿のヨシ原焼き」を主催する地元団体の一つ
である「鵜殿のヨシ原保存会」に対してヨシ
原の利用・管理の経緯や火入れ管理の実施方
法などについてヒアリングを実施し，その成
果の一部を，寺林・竹内（2013）に紹介して
いる。ただし，その紹介は概要にとどまっ
たほか，行政との関係などについて研究課題
が残された。そこで，本稿の執筆にあたって
は，2020年2月に高槻市街にぎわい部農林緑
政課に対して「鵜殿のヨシ原焼き」の実施方
法や支援体制などについてヒアリングを実施
した。また，その前後に「鵜殿のヨシ原」で
の現地観察を行ったほか，大阪府立図書館で
の資料検索，新聞記事・ウェブサイト情報の
収集を実施した。

Ⅲ．「鵜殿のヨシ原」の現状

1．「鵜殿のヨシ原」の概要
　「鵜殿のヨシ原」は，淀川河川敷に位置す
る約2.5km，最大幅約0.4km，約75ha のヨシ
原である。大阪府高槻市（人口35万人）に位
置し，淀川の対岸には枚方市（40万人）があ
る。住宅地や商業地に隣接した都市部に広が

るヨシ原であるといえる。
　このヨシ原では，上流側を上牧実行組合，
下流側を道鵜町実行組合から2002年に分離し
た「鵜殿のヨシ原保存会」（以降，上牧実行
組合と「鵜殿のヨシ原保存会」あるいは分離
以前の道鵜町実行組合を合わせて「地元2団
体」とする）が毎年国土交通省に許可申請を
行い，ヨシの刈り取りを行ってきた。
　ヨシ刈りは当地の生活を支える生業の一つ
であり，大正時代に河川管理を内務省（現国
土交通省）が担うようになる過程で，地元2
団体にその権利が認められてきたとされてい
る（高槻公害問題研究会，1981）。現在も，
ごく一部ながら地元住民によるヨシ刈りが続
いている。
　また，後述の通り，地元2団体は地元消防
団や国土交通省，大阪府，高槻市とともに「鵜
殿のヨシ原焼き実施対策連絡会」を組織し，
毎年2月に「鵜殿のヨシ原焼き」と呼ばれる
火入れ管理を行っている。

2．ヨシの利用と価値の変化
（1）生活に密着したかつての利用
　ヨシ原は，昭和の中頃までは地元2団体に
とって欠かせない生活の場であった。地元農
家の全戸加盟によって組織される実行組合が
現在もヨシ刈りの申請を担っているのも，米
とヨシ刈りが主な生計の手段であったことの
名残である。
　まず，ヨシを材料としたスダレ（ヨシズ）
の生産は，当地における主な産業の一つであ
った。当地のヨシは長いものだと5m にも達
し，ヨシズ製作に適していた。「鵜殿のヨシ
原保存会」によると，昭和50年頃までは実行
組合の農家総出でヨシを刈り取り，入札にな
どによって分配して，70軒ほどの農家がヨシ
ズの製作を行っていた（3）。ここで作られた
ヨシズは，高槻市内の寒天づくりや近郊の宇
治茶園などで使われるなど，周辺の地場産業
とも深く結びついていた。ただし，当地での
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ヨシズ生産は，外国産ヨシズとの競合などで
大きく衰退し，生産者は現在数えるほどとな
っている。
　また，ヨシズ生産以外の用途として，昭
和30年代まで「鵜殿のヨシ原」では，ヨシ
ズ生産に向かないヨシやオギ Miscanthus 
sacchariflorus が燃料用や飼料用として刈り
取られていた（4）。刈り取りは住民の共同作
業で行われ，各戸に平等に分配されていた。
各自宅の2階部分は燃料用のヨシやオギを貯
蓄するための倉庫になっており，暖房や炊事
に利用された。また，これらは茅葺き屋根の
材料として使われることもあった。しかし，
その後は燃料がプロパンガスへと代わったほ
か，屋根も瓦屋根へと変わったため，ヨシや
オギが使われることはなくなった。
　このように，「鵜殿のヨシ原」は，生活を
営むのに不可欠であり，昭和20年代までは，
ヨシ原に刈り残しが残らないほど全てが利用
されてきた。しかし，近年になるとヨシなど
を利用する機会は減少し，「鵜殿のヨシ原」
のごく一部でしか刈り取りが行われなくなっ
ていった。

（2）文化的価値
　一方，「鵜殿のヨシ原」のヨシは，現在も
文化的に大きな価値を有していることでも知
られている。
　「鵜殿のヨシ原」で採取されるヨシは，雅
楽器である篳

ひち

篥
りき

の吹き口（蘆
ろ

舌
ぜつ

，リード）の
材料になっている。これは，鵜殿のヨシの太
さや弾力性が篳篥の材料に適しているとされ
るほか，古来より鵜殿のヨシが篳篥の材料と
なってきたという歴史があるためである。
　篳篥用のヨシは，地元2団体の人々のなか
で，篳篥に向いているかを見極められる数人
が採取している。さらに，乾燥作業などを行
った上で，雅楽器の製作者に販売する。この
販売価格は安く，これで生計が立つようなも
のではない。しかし，2009年に雅楽が国連教

育科学文化機関（UNESCO）の無形文化遺
産に登録されたこともあり，地元にとっても
伝統の保存は誇りであるため，積極的に役割
を果たしているという（5）。

（3）自然環境としての価値
　「鵜殿のヨシ原」は，都市における貴重な
自然としての価値も見出されており，市民団
体による自然保護活動も盛んに行われてきた。
　淀川河川敷は鳥獣保護管理法の「鳥獣保護
区」になっているほか，「鵜殿のヨシ原」は
大阪府の「大阪みどりの百選」や「生物多様
性ホットスポット」，地球環境関西フォーラ
ムの「関西自然に親しむ風景100選」などに
選出されている。
　「鵜殿のヨシ原」では，毎年，複数の自然
保護団体が自然観察会を開催している。また，
高槻市の協力のもとでヨシ刈り・ヨシ原焼き
の効果や動植物の生息状況に関する調査を行
っている団体もある（鵜殿のヨシ原研究所，
2010；谷岡，2011）。

3．ヨシ原保全に向けた取組み
　以上のように，「鵜殿のヨシ原」は，現在
も人々との関わりが深く，様々な価値が見出
される環境である。現在では地元の利用価値
が縮小しているものの，文化的価値や自然と
しての価値が評価され，各種の保全・保護活
動が展開している。
　その一つとして，「鵜殿のヨシ原」では
1996年に当時の建設省がヨシ原を再生させる
プロジェクトを開始している。まず，2.2億
円の事業としてヨシ原への水を流入させる揚
水ポンプを設置し，導水路の開削工事を行っ
た（6）。また，2003年には，ヨシ原のさらな
る再生に向けて，国土交通省が「鵜殿のヨシ
原」の下流側の一部で切下げ工事も開始して
いる（7）。これらは，淀川水系における川底
掘り下げやダムの建設によって，冠水するこ
とがなくなったヨシ原が乾燥化によって荒廃
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することを食い止めるための措置である。
　また，「鵜殿のヨシ原」の価値は，都市開
発でも考慮されるべきものとして認められて
いる。2012年には，西日本高速道路株式会社
が「鵜殿のヨシ原」の上を新名神高速道路の
ルートとする計画を立てた。これに対してヨ
シ原への影響を懸念する声が多数上がったこ
とから，2013年には「新名神高速道路鵜殿ヨ
シ原の環境保全に関する検討会」が発足し，
自然環境や篳篥用ヨシの生育に対する影響に
関する調査と協議が行われている（8）。
　このように，「鵜殿のヨシ原」の保全の必
要性は社会的にも広く認められたものとなっ
ている。このようななかで，「鵜殿のヨシ原」
を保全するための火入れ管理も，社会的に必
要な行事として行われてきたといえる。

Ⅳ．「鵜殿のヨシ原焼き」の体制と方法

1．実施の経緯
　鵜殿のヨシ原での火入れは，昭和20年代
の後半に始まった（高槻公害問題研究会，
1981）。前述のとおり，「鵜殿のヨシ原」では
地元によるヨシの刈り取り面積が徐々に減少
してきたが，それによって雑草が繁茂するよ
うになった。これらの雑草を駆除し，良好な
ヨシの生育を促進するために行われるように
なったのが，ヨシ原での火入れである。
　当時の火入れは地元住民が各々で行ってい
たこともあり，1956年頃には，ヨシ原を焼く
ための火が近隣の民家に飛び火し，火事が発
生する事故が起こった。それ以降，しばらく
は火入れ管理が行われない時期があった（高
槻公害問題研究会，1981）。しかし，火入れ
が行われない「鵜殿のヨシ原」ではセイタカ
アワダチソウ Solidago altissima やカナムグ
ラ Humulus japonicus などの雑草が繁茂し，
一時期は「鵜殿のヨシ原」におけるヨシの面
積が5％程度に縮小することもあった（鵜殿
のヨシ原研究所，2010）。

　そこで，地元2団体が中心となって1975年
に火入れを再開した。これが現在も続く「鵜
殿のヨシ原焼き」である。
　火入れの再開にあたり，地元団体と行政機
関等の協力体制が築かれた（9）。まず，「鵜殿
のヨシ原焼き」を円滑かつ安全に実施するた
め，地元2団体のほかに行政機関や地元消防
団を会員とする「鵜殿のヨシ原焼き実施対策
連絡会」が組織された。同時に，ヨシ原の
回復に向けた意見交換とそのための協力のた
め，地元2団体と自然保護団体，行政機関に
よって「鵜殿のヨシ原保全対策協議会」が設
立し，これが1981年に「鵜殿のヨシ原調査研
究連絡会」となった。
　以上のように連携体制は築かれたものの，
その後も「鵜殿のヨシ原焼き」は順調に行わ
れてきたわけではなかった。この頃にはヨシ
の利用量はさらに減り，その分火入れの面積
はさらに拡大していた。そのため，「鵜殿の
ヨシ原焼き」の実施に際し，多い年には近
隣市町村の住民からの苦情が100件以上も発
生した。特に，2000年に行われた「鵜殿のヨ
シ原焼き」では，対岸側からを中心に降灰に
対して多くの苦情が発生し，その翌年には火
入れの実施を断念せざるを得ないほどであっ
た（10）。
　しかし，「鵜殿のヨシ原焼き」が行われな
かったヨシ原でカイガラムシ類が大量に発生
するなどしたため，「鵜殿のヨシ原焼き」が
環境保全上必要であることが関係者に再確認
された。そこで，2002年にはヨシ原を複数の
区画に分割したり，ヨシを刈り倒したりと，
一気に燃え上がらないよう工夫をしながら
「鵜殿のヨシ原焼き」を再開した（11）。
　その後は，天候不良や感染症の流行などに
よって中止となる年はあるものの，これらの
工夫によって苦情もほとんど発生しなくなっ
たことから，「鵜殿のヨシ原焼き」を継続す
ることができている。

火入れによる草地管理の社会的受容性
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2．実施体制
　「鵜殿のヨシ原焼き」は，毎年2月下旬に行
われる。現在，「鵜殿のヨシ原」の75ha のう
ち，「ヨシ原焼き」の対象となるのは30ha 分
程度である。火入れの対象は，基本的には毎
年同じ場所である。その対象地や防火帯の位
置については，「鵜殿のヨシ原焼き」の実施
主体である地元2団体が決定する。
　「鵜殿のヨシ原焼き」の実施主体は，地元2
団体である。ただし，地元消防団，国土交通
省，大阪府，高槻市が「鵜殿のヨシ原焼き実
施対策連絡会」を組織し，ヨシ焼きの円滑か
つ安全な実施に協力している。この連絡会に
は，当日の事故防止や交通整理の関係で高槻
警察署や淀川対岸の枚方市，地元自治会もオ
ブザーバーとして参加している。なお，高槻
市街にぎわい部農林緑政課が同連絡会の事務
局となっており，毎年1月に実施される会合
の取りまとめなどを行っている。

3．実施目的
　高槻市が毎年作成している「鵜殿のヨシ原
焼きの実施要領」によると，その主旨は，

「水質浄化機能を有し，世界無形文化遺
産の雅楽を支える雅楽器篳篥の蘆舌の原
料生産地である鵜殿のヨシ原を保全する
ことで，淀川の自然・文化・伝統を守り，
害草・害虫を駆除し，不慮の火災の防止
等を目的に『鵜殿のヨシ原焼き』を実施
する」

とされている。このように，「鵜殿のヨシ原
焼き」の目的は，

　・水質浄化機能の保全
　・世界無形文化遺産である雅楽の保存
　・自然環境保全
　・淀川の文化・伝統の保護
　・害草・害虫の駆除

　・不慮の火災の防止
　・その他

という「鵜殿のヨシ原」が持つ複数の価値や
機能の組み合わせによって整理されている。
　なお，自然保護については，前述のとおり，
市民団体と高槻市が良質なヨシの育成にはヨ
シ原焼きが必要であるという実験結果が共有
されている。
　このように，目的を幅広く整理して提示す
ることにより，「鵜殿のヨシ原焼き」の社会
的な必要性が強調されているのが大きな特徴
である。

4．実施方法
　地元2団体は，2002年に「鵜殿のヨシ原焼き」
としてヨシ原での火入れを再開するにあたっ
て，苦情の発生を防止するため，様々な工夫
を行った。現在，苦情の発生が抑制されてい
るのはこの工夫によるところが大きい。そこ
で，「鵜殿のヨシ原焼き」の実施方法について，
特に苦情の発生を抑制するための工夫に着目
しながら紹介する。

（1）防火帯の設置
　「鵜殿のヨシ原」では，防火帯によってヨ
シ原を12区画程度に区切っている。防火帯の
設置の目的は，火入れが大規模になりすぎな
いようにすることと，予定外の場所への延焼
を防ぐことである。
　防火帯の設置は国土交通省が担当してい
る。防火帯は20m 程度の幅でヨシを完全に
取り除き，延焼防止のために散水も行う。ま
た，「鵜殿のヨシ原」の中には関西電力の送
電用鉄塔があるが，その鉄塔や架線の部分に
は50m の大規模な防火帯を設置し，火入れ
の影響が及ばないようにしている。

（2）刈り倒し・チップ化
　地元2団体は，煙灰の発生を抑えるため，
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民間業者に委託してヨシの刈り倒しとチップ
化を行っている。立ち枯れの状態でヨシに火
を付けると炎が大きく立ち上り，灰も巻き上
げてしまうため，それを防ぐことが目的であ
る。
　委託先の業者は，手押し式のエンジン刈り
払い機によってヨシの刈り倒しとチップ化を
行う。ただし，ヨシを根本から全て刈り倒
すのではなく，地上部からおよそ30 〜 40cm
の高さまでを残す。現地での観察では，場所
によっては地上部からおよそ80cm までが残
されている場合もあった。根本から刈り倒さ
ないのは，あまり刈り倒しすぎると燃え広が
らず，火入れ作業時に途中で火が消えてしま
ったり，火が回るのに時間がかかってしまっ
たりするためである。この刈り倒しとチップ
化の作業には，20日程度の日数がかかる。
　刈り倒し作業の委託料は，地元2団体が関
西電力の送電用鉄塔の管理などによって得ら
れた収入から自己負担している。なお，国土
交通省が切下げ工事を行った場所について
は，国土交通省が管理している。
　この刈り倒し・チップ化の作業で気をつけ
なければならないのは，ヨシ原内にある凹凸
である。業者が刈り倒し作業を行う際には，
作業員が転倒する事故が生じたこともある。
国土交通省では，毎年の「鵜殿のヨシ原焼き」
の実施後に，凹凸をならす作業を実施してい
る。
　刈り倒し・チップ化には費用と時間がかか
るものの，立ち枯れのヨシをそのまま焼くの
に比べて炎の大きさや煙・降灰の量は格段に
抑えられる。苦情の発生防止には大きく貢献
しており，「鵜殿のヨシ原焼き」の実施には
不可欠な作業となっている。

（3）事前の広報活動
　「鵜殿のヨシ原焼き」の実施にあたっては，
「鵜殿のヨシ原焼き実施対策連絡会」の事務
局である高槻市街にぎわい部農林緑政課が近

隣市町とも連携して広報活動を行っている。
広報手段は，主に①広報誌，②回覧文書，③
防災行政無線，④広報車の4つである。
　①広報誌については，高槻市広報誌（「た
かつき DAYS ／広報たかつき」）の毎年2月
号に，ヨシ原焼きにかかる交通規制の日程及
び車両通行止区間の地図，ヨシ原焼の目的（自
然保護，害草・害虫駆除，火災防止など），
洗濯物への注意などを掲載している（12）。ま
た，大阪府枚方市，同茨木市，同交野市，同
島本町，京都府京都市伏見区，同長岡京市，
同八幡市，同城陽市，同久御山町，同大山崎
町の10市区町にも「鵜殿のヨシ原焼き」の目
的や注意に関して広報誌への掲載依頼を行う。
　②回覧文書については，高槻市内の山間部
を除く地区の自治会長宛てに広報誌と同様の
内容の文書を送付する。なお，同様の回覧文
書を八幡市の淀川沿いの自治会長にも送付
し，回覧と広報板への掲示を依頼する。
　③防災行政無線については，高槻市では山
間部を除く地域において，前日の午後に2回，
当日の朝に1回の放送を行う。また，枚方市
と島本町に対しても，同様の放送を行うよう
に依頼する。
　④広報車については，前日に枚方市と八幡
市において，高槻市の広報車による広報を行
う。
　なお，高槻市では，地元のケーブルテレビ
を除いてマスコミなどへの広報や案内は行っ
ていない。それは，「鵜殿のヨシ原焼き」を「火
祭り」のような観光イベントとしないためで
ある。周辺住民からの理解を得るためには，
集客目的ではなく，あくまで自然や文化の保
全を目的とした伝統行事として実施すること
が重要であると捉えている。

（4）前日・当日の要領
　「鵜殿のヨシ原焼き」の実施予定日とその
翌週の予備日は，1月に開催される「鵜殿の
ヨシ原焼き実施対策連絡会」の会合のなかで

火入れによる草地管理の社会的受容性
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地元2団体が決定する。そして，実施予定日
における実施の是非については，前日正午ま
でに，天気予報やヨシ原の湿り具合などを参
考にして地元2団体が決定する。当日の朝で
はなく前日に決めるのは，広報や交通整理な
どの都合があるためである。なお，実施予定
日も予備日にも実施できない場合，3月上旬
にはヨシの新芽が出てしまうこともあるた
め，その年の実施を断念する。
　「鵜殿のヨシ原焼き」を予定日や予備日に
実施する際には，火入れを午前中に終了でき
るよう，早い時間から開始する。午前中に実
施するのは，午前中は風がそれほど強くない
ほか，午後からは対岸向きに風向きが変わる
ことが多いためである。これについては，地
元2団体が経験上知り得ていたことではある
が，「鵜殿のヨシ原焼き」を開始するにあた
って，気象データを整理して裏付けも行った。
　「鵜殿のヨシ原焼き」の当日には，地元2団
体と地元消防団，消防署，高槻市の代表者が
「現地対策本部」を設置し，実施途中に天候
や風向きが変化した場合の中止を決定した
り，点火や解散の決定を行ったりと現場の指
揮を担当する。
　ヨシ原に点火するのは，地元2団体の経験
者十数名である。そのほか，地元2団体の各
戸からは延焼に対する消火の準備などに作業
者が出ている。当日に関係者が利用する仮設
トイレは，高槻市が費用を負担して設置して
いる。

（5）消防警備・交通規制・見物人警備
　火入れの当日には，消防警備や交通規制も
不可欠である。これらについては，各団体が
役割を分担している。
　消防警備については，地元消防団と消防署
が延焼備えて当日に消防車と必要人員を配置
する。消防署に対しては事前に地元2団体が
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するお
それのある行為等の届出書」を提出するほか，

高槻市から消防警備の協力依頼を行う。消防
団や消防署は，午後になってもヨシ原の火が
消えていない場合には鎮火作業を行うことも
ある。
　交通規制については，主に高槻市が担当す
る。当日の朝から昼過ぎ頃までヨシ原に近い
淀川堤防上の道路を一般車両通行止めにする
ための道路占用手続きを行い，警察署に協力
依頼を行う。高槻市は，「鵜殿のヨシ原焼き」
の3週間前から規制対象になる道路の入口な
ど20 ヶ所程度に交通規制の予告看板も設置
する。また，当日，交通規制区間に車両が進
入しないよう，市は警備会社から人員を確保
し，警備員を配置する。なお，交通規制の対
象となる堤防沿いの道路は，幹線道路ではな
いため，近隣住民の生活に大きな支障は生じ
ない。
　また，「鵜殿のヨシ原焼き」には，毎年
1,000人ほどの見物客が訪れる。これらの部
外者が「ヨシ原焼き」実施の最中にヨシ原へ
と降りて行かないようにするための警備も，
主に高槻市が担当する。市は堤防上に職員を
動員し，整理員として配置する。
　なお，高槻市は，当日，対岸の牧方市に灰
が飛んでいないかを監視する職員も配置して
いる。

（6）苦情処理
　現在の「鵜殿のヨシ原焼き」の実施体制で
は，苦情が寄せられることはほとんどなくな
っているが，苦情受付窓口は必ず設置されて
いる。
　回覧板には，問い合わせ先として高槻市と
地元2団体の代表者の電話番号が併記されて
いる。一方，各市区町の広報誌には，高槻市
の電話番号のみが載せられる。「鵜殿のヨシ
原焼き」の実施日には，高槻市役所に苦情を
含めた連絡対応用の職員が配置される。
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5．課題
　以上のような体制によって，「鵜殿のヨシ
原焼き」の苦情発生は抑制されている。しか
し，地元2団体が実施主体であるこの行事に
は，課題もある。
　まず，地元の費用負担である。刈り倒しや
チップ化は地元2団体が事業者に委託して実
施している。現在は送電用鉄塔の管理による
団体収入があるために負担できているが，こ
の費用が確保できなくなった場合などに，ど
のように現在の管理体制が維持するかが課題
となる。
　次に，民家への延焼や見物人の怪我など，
不慮の事故が起こった際の補償である。現在
の「鵜殿のヨシ原焼き」では炎が大きくなる
ことはなく，消防警備や見物人警備も万全で
あるため，不慮の事故が起こるリスクは低い。
しかし，これらのリスクはゼロではない。万
が一の事故が起こった際の補償については，
行政機関とも協議を続けていく必要がある。

Ⅴ．考察

　草地の火入れ管理は，生態系管理としての
科学的妥当性だけではなく，社会的受容性を
考慮しながら実施する必要がある。それが人
の生活圏に近い都市部で実施される場合には
なおさらである。本稿で取り上げた「鵜殿の
ヨシ原焼き」においても，実施主体らが社会
的受容性を拡大するために様々な試行錯誤を
行ってきた。そこで，「鵜殿のヨシ原焼き」

において社会的受容性を高めてきた要因につ
いて整理する（表１）。
　第１に，「鵜殿のヨシ原焼き」では，苦情
の原因となる物理的影響そのものを抑制する
ための技術的対応がとられてきた。具体的に
は，防火帯の設置とヨシの刈り倒し・チップ
化である。防火帯は，炎を小規模化するとと
もに，炎が意図せずに延焼するリスクを抑制
するのに効果的である。また刈り倒し・チッ
プ化は，炎の小規模化と煙・降灰の発生抑制
に大きく貢献している。そのほかにも，強風
時を避けて実施するなど，物理的影響を最小
限に止めるための取組みが行われている。防
火帯の設置や刈り倒し・チップ化には，一定
の時間と費用がかかるが，社会的受容性との
バランスを考慮した場合には，避けられない
コストであるといえるだろう。
　第2に，「鵜殿のヨシ原焼き」では，その必
要性が近隣住民に承認されるための取組みも
行われてきた。「鵜殿のヨシ原焼き」の目的は，
自然や文化，伝統の保全，害虫の駆除，災害
防止といった複数の価値や機能の組み合わせ
によって整理されている。それこそが「鵜殿
のヨシ原焼き」が公共的な事業として行政機
関や自然保護団体などの連携のもとで実施さ
れる理由となっている。ただし，実施主体側
だけで目的を整理するだけでは，近隣住民と
の間で「情報の非対称性」が発生する。そこで，
「鵜殿のヨシ原焼き」では，その目的が認知・
承認されるための取組みとして，広報誌や回
覧文書，防災行政無線などでによる広報活動

表1　「鵜殿のヨシ原焼き」における社会的受容性を高めるための取組み

取組み ねらい 主体 社会的受容性との関係
防火帯の設置 炎の小規模化，延焼リスクの抑制 国土交通省 物理的影響の抑制
刈り倒し・チップ化 炎の小規模化，煙・降灰の発生抑制 地元2団体 物理的影響の抑制
火入れ目的の整理 火入れの実施目的・必要性の明確化 関係団体＊ 心理的承認の拡大
広報活動 社会的認知の拡大，協力の呼びかけ 高槻市 心理的承認の拡大
＊ 関係団体は，「鵜殿のヨシ原焼き実施対策連絡会」「鵜殿のヨシ原保全対策協議会」に加わる各
団体を指す。

火入れによる草地管理の社会的受容性
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が行われている。「鵜殿のヨシ原焼き」の実
施をその目的と合わせて広報することで，近
隣住民が「鵜殿のヨシ原焼き」との心理的距
離を縮めることにつながりうる。また，煙や
降灰の影響が物理的に抑制されていることも
あり，多少の煙や降灰を我慢して「鵜殿のヨ
シ原焼き」に協力することが，社会全体の福
祉にかなうことも理解されうる。
　以上のように，「鵜殿のヨシ原焼き」では，
社会受容性を高めるため，苦情の原因となる
物理的影響そのものを抑制するための取組み
と，その必要性に関する心理的（主観的）評
価を高めるための取組みの双方が並行して行
われてきたといえるだろう。
　そして，双方の取組みを支えたのは，「鵜
殿のヨシ原焼き」が地元団体だけではなく，
様々な主体が連携して行われるようになった
ことである。1950年代に実施された火入れは，
地元団体が経済的価値を維持するためのもの
であり，公共的な目的は強調されていなかっ
た。しかし，1975年に多様な主体の連携によ
って始まった「鵜殿のヨシ原焼き」の目的は，
複数の価値や機能を組み合わせた公共的なも
のとなった。そして，高槻市との連携によっ
て，その公共性を近隣住民に広報し，実施主
体側と近隣住民との「情報の非対称性」の解
消を目指すことが可能となった。なお，行政
機関との連携は，「鵜殿のヨシ原焼き」への
信頼性を高めたという点で，それ自体も間接
的に社会的受容性を高めることに寄与してい
ると考えられる。

Ⅵ．結語

　本稿では，「鵜殿のヨシ原」を事例として，
火入れによる草地管理において社会的受容性
を高めるための要因について考察した。
　その結果，火入れ管理による苦情の原因と
なる延焼のリスクや煙・降灰という物理的影
響そのものを低減すること，そして，火入れ

管理の必要性を環境保全にとどまらずに広く
整理し，近隣住民に広く認知・承認を図るこ
とで心理的（主観的）評価を高めていくこと
の双方が重要になることが示唆された。また，
これらの取組みを進めるためには，多様な主
体による連携体制の構築も必要となる。
　今日，人々が利用することで結果的に保全
されてきた自然環境は，人々が利用しなくな
ることで荒廃することが多くなっている。そ
のような環境を保全するための代替手段とし
て火入れ管理が改めて注目されているが，そ
の実施には時間・費用・人員の面で相応のコ
ストを費やす必要がある。本稿で論じた社会
的受容性を一つの指標として，火入れ管理が
社会との調和のもとで実施されることが望ま
れる。
　
〔謝辞〕
　ヒアリング調査にご協力いただいた鵜殿の
ヨシ原保存会，高槻市街にぎわい部農林緑政
課に改めて感謝を申しあげる。なお，本研究
は JSPS 科研費19K23250の助成を受けた。

（1）岩木川下流部ヨシ原における火入れ理再開の
経緯とそれを可能にした要因については，別稿
にて詳述する。
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